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さいたま市 曲本自排測定局

川越市 川越測定局

高階測定局

草加市花栗自排測定局 川口市 南平測定局

戸田美女木自排測定局 芝測定局

さいたま市役所測定局 石神配水場

大宮区役所 神根測定局

健康科学研究センター 所沢市 北野測定局

城南測定局 和ヶ原測定局

亜鉛及びその化合物､カドミウム及びその化合物､
キシレン類､鉛及びその化合物､
バナジウム及びその化合物

優先取組物質以外の物質(５物質)

(21物質)

されている物質

(11物質)

上記以外の物質の

うち､測定法が確立

している物質

(６物質７項目)

されている物質

(４物質)

指針値
*4
が設定 アクリロニトリル､塩化ビニルモノマー､

水銀及びその化合物､ニッケル化合物､
ヒ素及びその化合物､クロロホルム､
1,2-ジクロロエタン､1,3-ブタジエン､
マンガン及びその化合物、
アセトアルデヒド､塩化メチル

酸化エチレン､トルエン､
ベリリウム及びその化合物､
ベンゾ[a]ピレン､ホルムアルデヒド､
クロム及びその化合物
(クロム及び三価クロム化合物､六価クロム化合物)

大和田自排測定局

越谷市

表２　有害大気汚染物質等モニタリング測定対象物質

優先取組物質
*2
等

東越谷測定局

ベンゼン､トリクロロエチレン､
テトラクロロエチレン､ジクロロメタン

岩槻測定局

埼玉県

さいたま市

令和３年度　有害大気汚染物質等常時監視の結果

令 和 ４ 年 ８ 月 １ ６ 日

埼玉県環境部大気環境課

環境基準
*3
が設定

分　　　類 物　　質　　名

表１に示す23地点(全国標準監視地点13地点､地域特設監視地点10地点)

三橋自排測定局

環境科学国際Ｃ測定局

春日部市役所

東松山測定局

熊谷測定局

測定機関 地点名 測定機関

表１　有害大気汚染物質等モニタリング測定地点

表２に示す26物質27項目(地点により物質数は異なる｡)を測定

　県､大気汚染防止法施行令で定める政令市では､大気汚染防止法第18条の44及び第22条の

規定に基づき､有害大気汚染物質
*1
等常時監視を実施しましたので､その結果をお知らせし

ます｡

全ての測定地点で環境基準及び指針値を達成

測定期間と測定回数

　原則として､４月から翌年３月まで毎月１回､24時間連続して大気を採取し､そこに含
まれる有害大気汚染物質等を測定

測定地点及び対象物質

地点名
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